
（平成２３年３月１６日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 4 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 3 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 18 件

国民年金関係 13 件

厚生年金関係 5 件

年金記録確認福岡地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



  

福岡国民年金 事案 2338 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 60年４月から 61年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

住    所 ：  

          

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 57年４月から同年 11月まで 

             ② 昭和 58年４月から同年９月まで 

             ③ 昭和 59年２月及び同年３月 

             ④ 昭和 60年４月から 61年３月まで 

 申立期間当時、私は、アルバイトをしながら国民年金保険料を納付して

いた。国民年金の加入手続を行ったか否かについては記憶していないが、

国民年金保険料の金額が印刷された冊子が送られてきたことは記憶してお

り、納付書が送られておれば、保険料を納付しているはずである。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間④については、ⅰ）当該期間の前後の期間の国民年金保険料は納

付済みであること、ⅱ）申立人は、当該期間直後の昭和 61 年４月から、厚生

年金保険の被保険者となっている期間を除き、国民年金第３号被保険者となる

直前の平成３年８月まで、国民年金保険料を納付し、同年９月からは、国民年

金第３号被保険者資格の取得手続を適切に行い、遅延することなく資格を取得

していること、ⅲ）当該期間に係る過年度保険料の納付書が昭和 61 年９月 10

日付けで作成されていることが推認できる上、同年９月に同年８月から同年

10 月までの保険料を納付していることなどから、申立人が当該期間の保険料

のみを納付しなかったとすることは不自然である。 

一方、申立期間①及び②については、申立人の国民年金手帳記号番号は、

申立人の記号番号の前後における被保険者記録及び申立人が所持する国民年金

手帳から、昭和 61年３月 26日にＡ市Ｂ区役所で払い出されていることが推認



  

でき、当該払出時点では、両申立期間は時効により国民年金保険料を納付する

ことができない期間である上、それ以前に別の国民年金手帳記号番号が払い出

されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

また、申立期間③については、申立人は当該期間の国民年金保険料を納付書

で納付したと主張しているところ、当該期間直後の昭和 59 年４月から 60 年

３月までの期間に係る過年度保険料の納付書は、61 年３月の国民年金への加

入手続に伴い、管轄社会保険事務所（当時）において、同年５月 19 日付けで

過年度保険料の未納者を対象として一括して作成されており、申立期間③に

係る過年度納付による保険料の納付書については、当該作成時点において、

当該期間は、時効により納付できないことから、当該期間に係る納付書は申

立人に送付されていないことがうかがえる。 

さらに、申立人が申立期間①、②及び③の国民年金保険料を納付していたこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の国民

年金保険料を納付していたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 60年４月から 61年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認め

られる。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 3399 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、当該期間のうち、

昭和 60 年 12 月は 26 万円、61 年１月は 22万円、同年２月から同年 12 月まで

は 26 万円、62 年１月は 22 万円、同年２月から同年９月までは 26 万円、同年

10月から同年 12月までは 24万円、63年２月は 24万円に訂正することが必要

である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除

く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59年 10月１日から平成元年 10月１日まで 

Ａ社（昭和 59 年 12 月にＢ社に事業所名変更）に事務職として入社した

が、１年後に営業職に職種変更になったことに伴い、給与形態も歩合給制

に変わったので、給与の支給総額がかなり高額になったにもかかわらず、

申立期間の標準報酬月額が給与支給総額に比べ低い額で記録されている。

また、65 歳になって、年金受給の手続を行うために社会保険事務所（当

時）に出向いた際、同事務所の職員から、申立期間の一部の期間について

は標準報酬月額に見合う厚生年金保険料額の約２倍の保険料額が控除され

ている記録となっていると教えてもらった記憶がある。 

申立期間の標準報酬月額を実際の給与支給総額に見合う標準報酬月額に

訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例

法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録

の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められ

る厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額

の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認

定することとなる。  



  

 したがって、Ｂ社に係る申立人の標準報酬月額については、申立人が所持

する昭和 60 年 12 月から 61 年７月までの期間、同年９月、同年 11 月から 62

年２月までの期間及び 63 年１月から同年 10 月までの期間に係る給与支払明

細書において確認できる報酬月額及び保険料控除額から判断すると、申立期

間のうち、60 年 12 月は 26 万円、61 年１月は 22 万円、同年２月から同年７

月までは 26 万円、同年９月は 26 万円、同年 11 月及び同年 12 月は 26 万円、

62 年１月は 22 万円、同年２月は 26 万円、63 年２月は 24 万円とすることが

妥当である。  

   また、申立期間のうち、申立人が給与支払明細書を所持していない昭和 61

年８月、同年 10 月及び 62 年３月から同年 12 月までの期間の標準報酬月額に

ついては、申立人から提出された 59年 10月から 63年 10月までの期間に係る

預金取引明細書の記録において推認できる給与額並びに前述の給与支払明細書

の前後の期間の給与支給総額において推認できる報酬月額及び保険料控除額か

ら判断すると、61 年８月及び同年 10 月は 26 万円、62 年３月から同年９月ま

では 26万円、同年 10月から同年 12月までは 24万円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、「報酬月額の算定や標準報酬月額の変更に関しては適正に届出している

が、当時の資料等は保管されていないので、不明である。」と回答しているが、

給与支払明細書で確認又は推認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準

報酬月額と社会保険事務所において記録されている標準報酬月額が長期間にわ

たり一致していないことから、事業主は給与支払明細書において確認又は推認

できる報酬月額又は保険料控除額に見合う報酬月額を届け出ておらず、その結

果、社会保険事務所は、当該報酬月額に見合う保険料について納入の告知を

行っておらず、事業主は、当該保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

   一方、申立期間のうち、昭和 59年 10月１日から 60年 12月１日までの期間

については、前述の預金取引明細書の記録はあるが、当該期間の給与支払明細

書を申立人が所持していないなど、当該期間に係る報酬月額及び保険料控除額

を推認することができない。 

   また、申立期間のうち、昭和 63 年１月１日から同年２月１日までの期間及

び同年３月１日から同年 10 月１日までの期間については、前述の給与支払明

細書において確認できる報酬月額及び保険料控除額のそれぞれに基づく標準報

酬月額のいずれか低い方の額とオンライン記録の標準報酬月額が同額であるこ

とが確認できる上、申立期間のうち、同年 10月１日から平成元年 10月１日ま

での期間については、オンライン記録により確認できる標準報酬月額が当時の

厚生年金保険の最高等級（第 31 級）であることから、特例法による保険給付

の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 



  

福岡厚生年金 事案 3400 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認められることから、Ａ社Ｂ工場（昭和 21 年７月１日にＣ社Ｄ工場、37

年４月１日にＥ社Ｆ事業所に名称変更。現在は、Ｇ社Ｈ工場）における申立人

の厚生年金保険の被保険者記録のうち、申立期間に係る資格喪失日（昭和 20

年４月３日）及び資格取得日（昭和 20 年５月１日）を取り消し、申立期間の

標準報酬月額を 60円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 大正 15年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 20年４月３日から同年５月１日まで  

「ねんきん特別便」を確認したところ、Ａ社に勤務していた期間のうち、

申立期間の厚生年金保険の被保険者記録が無いことが分かった。 

Ｇ社Ｈ工場が保管する人事記録のとおり、昭和 18 年３月 16 日に申立事

業所の前身であるＩ工場に入社してからＥ社Ｆ事業所を 58 年 12 月１日に

定年退職するまでの期間において継続して勤務していたのは間違いないの

で、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿では、申立人は、昭和 18 年

３月 16 日に厚生年金保険被保険者の資格を取得し、20 年４月３日に同資格を

喪失した後、同年５月１日に同資格を再度取得しており、申立期間の被保険者

記録が無い。 

しかしながら、Ｇ社Ｈ工場が提出した人事記録により、申立人は昭和 18 年

３月 16 日にＩ工場に社員として採用され、58 年 12 月１日付けで定年退職し

たことが確認できること、及び前述の被保険者名簿により申立期間当時に厚生

年金保険の被保険者記録が確認できる同僚一人が、「申立人は、私と同期入社

であり、申立期間も継続して勤務していた。」と供述していることなどから判



  

断すると、申立人が申立期間において申立事業所に継続して勤務していたこと

が認められる。 

また、Ｇ社Ｈ工場は、「申立人は、当社の人事記録のとおり、申立期間を

含め当社に正社員として勤務していたので、申立期間に厚生年金保険料を申立

人の給与から控除していたことが推定できる。」と回答している。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判断

すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 20

年３月の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録から、60 円とすることが

妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は保険料を納付したか否かは不明としているが、事業主から申立

人に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失届や取得届が提出されていないにも

かかわらず、社会保険事務所（当時）がこれを記録するとは考え難いことから、

事業主が社会保険事務所の記録どおりの同資格の喪失及び取得の届出を行って

おり、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 20 年４月の厚生年金

保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を

行ったものの、その後に納付すべき保険料に充当した場合又は保険料を還付し

た場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 3401 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格喪失日に係る

記録を昭和 61 年 12 月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 17 万円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 61年 11月 30日から同年 12月１日まで 

「ねんきん定期便」を確認したところ、申立期間の厚生年金保険の被保

険者記録が無いことが分かった。 

申立期間は、昭和 61 年 12 月１日にＡ社Ｂ支店から同社Ｃ支店に異動し

たが、同社に継続して勤務しており、厚生年金保険の被保険者期間が中断

しているはずはないので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録及びＡ社が提出した申立人に係る人事通達から判

断すると、申立人がＡ社に継続して勤務し（昭和 61年 12月１日にＡ社Ｂ支店

から同社Ｃ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店における

昭和 61年 10月のオンライン記録から、17万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は不明としているが、事業主が資格喪失日を昭和 61年 12月１日

と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所（当時）がこれを同年 11月 30日

と誤って記録することは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日として

届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年 11 月の厚生年金保険

料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行った

ものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した

場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 



福岡国民年金 事案 2339 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成７年１月から８年３月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 47年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年１月から８年３月まで 

    私が海外に留学と就職のため出発する前の平成９年１月頃、私の母と一緒

にＡ市Ｂ区役所で、申立期間を含めて遡って納付可能な期間の国民年金保

険料を一括して現金で納付した。申立期間の国民年金保険料が未納とされ

ていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「海外に留学と就職のため日本を出発する前の平成９年１月頃、

遡って納付可能な期間の国民年金保険料をＡ市Ｂ区役所で現金により一括納付

した。」と主張しているところ、オンライン記録から、年金手帳の交付日であ

る平成９年１月 10 日より後の同年２月 25 日に、８年４月から９年１月までの

期間の保険料を現年度納付した記録が確認できるものの、当該年金手帳の交付

時点において、過年度納付により保険料の納付が可能な申立期間の保険料を納

付した記録が確認できない。 

また、Ａ市は、「当時、本市では過年度保険料の納付書を、時効到達の直前

で緊急を要する場合は、臨時的に社会保険事務所（当時）に替わり手書き作成

して渡していたが、直接、過年度納付により収納する保険料を徴収することは

なかった。市の会計処理上もできない仕組みになっていた。」と回答している。 

さらに、申立人は保険料について一括納付したと主張しているが、その保険

料額は申立期間の国民年金保険料額と相違しており、申立人及びその母親の保

険料額等についての記憶は定かではない上、オンライン記録により、上記年金

手帳の交付以前に申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたこと

をうかがわせる事情は見当たらない。 

加えて、申立人及びその母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたこ



とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の国民年

金保険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

    これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



福岡国民年金 事案 2340 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成５年９月から６年６月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年９月から６年６月まで 

勤務していた会社を退職したので、国民年金に加入することに決め、平

成５年９月にＡ町役場で加入手続を済ませた。保険料については、加入し

て数年後に数か月分をまとめて支払ったことがあるが、国民年金に加入し

た当初から振込用紙で毎月保険料を納付していた。国民年金の加入当初は

金銭的に余裕もあり、保険料納付を６年７月から開始する動機は無い。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、平成５年９月にＡ町役場で国民年金の加入手続を行ったと供述

しているが、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された時期は、同手帳記

号番号払出簿の記録及び申立人が保管する「納付書・領収証書」の作成日から、

８年７月下旬から同年８月中旬までの間であると推認でき、当該払出時点にお

いては、申立期間の大部分は、時効により国民年金保険料を納付することがで

きなかった期間である上、それ以前に別の国民年金手帳記号番号が払い出され

ていたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

また、前述の「納付書・領収証書」及びオンライン記録では、平成８年８

月19日付けで作成された過年度保険料の納付書により、同年８月29日に、その

時点で最大限遡って納付することができる申立期間直後の６年７月から８年３

月までの国民年金保険料が、一括して過年度納付されていることが確認できる。 

さらに、申立人は、「国民年金保険料が未納になっていることについて、

Ａ町役場に尋ねた際、申立期間当時、役場の機械を入れ替えたという話を聞か

されたので、その機械の入替えによる記録の引継ぎミスが、保険料が未納とさ

れている原因ではないか。」と供述しているところ、Ａ町役場は、「平成５年



から８年までの間に、役場の機械を入れ替えた記録は無い。」と回答している。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の国民年金保険料を

納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 



福岡国民年金 事案 2341 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成７年１月から 10 年２月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 50年生  

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年１月から 10年２月まで          

20 歳になった時は、県外で一人暮らしをしていたが、住民票は移動しな

いまま、実家のあるＡ県Ｂ郡Ｃ町（現在は、Ｄ市）に置いていたので、国

民年金の加入手続や国民年金保険料の納付については母に任せていた。 

年金記録の確認の書類が届いたところ、申立期間の国民年金保険料が未

納になっていたので、母に確認すると、領収書は無いが申立期間の国民年

金保険料は納付したとのことだった。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の年金手帳は、基礎年金番号制度が導入された後の平成 10 年３月２

日に基礎年金番号が付番されて交付されており、それ以前に申立人に国民年

金手帳記号番号が払い出された形跡はうかがえない。 

   また、Ｄ市の国民年金被保険者記録において、申立人が平成７年１月 17 日

に国民年金被保険者資格を取得し、10 年３月２日に同資格を喪失したとする

記録が確認できるが、手帳記号番号は国民年金手帳記号番号ではなく、前述

の年金手帳の基礎年金番号で収録されていることから、当該被保険者記録は、

当該年金手帳が交付された後に、遡って記録されたものと考えられ、当該年

金手帳が交付された同年３月の時点においては、申立期間のうち、７年１月

から８年１月までの期間は時効により国民年金保険料を納付できない期間で

あり、同年２月から９年３月までの期間については、過年度納付によるほか

納付できない期間であるが、申立人の母親は、申立人の申立期間の国民年金

保険料を隣組の集金により納付した旨を供述しており、過年度納付をうかが

わせる事情は見当たらない。 



   さらに、申立人は申立期間の国民年金保険料の納付に関与しておらず、当該

保険料を納付したとする申立人の母親は納付した保険料の額等を記憶してい

ない上、申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、前述の年金手帳の交付時期を

踏まえると、隣組の集金により申立期間の保険料を納付していたことをうか

がわせる周辺事情は見当たらないなど、ほかに申立期間の国民年金保険料を

納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 



福岡国民年金 事案 2342 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 60 年５月から 62年７月までの期間及び平成元年５月から４年

６月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

    住    所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 60年５月から 62年７月まで 

             ② 平成元年５月から４年６月まで 

申立期間①については、事業所を退職後、Ａ市Ｂ区へ転居してＣ市にあ

るＤ店に勤務していた。転居した際、住民票の移動手続とともに厚生年金

保険から国民年金への切替えの手続を行った。 

申立期間②については、Ｅ市に居住して、Ｆ社において店長として勤務

していた。 

申立期間の国民年金保険料を納付していたので、申立期間の国民年金保

険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人については、基礎年金番号制度が導入された平成９年１月に基礎年

金番号が付番されており、それ以前に国民年金手帳記号番号が払い出された形

跡は無く、国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情

も見当たらないことから、申立期間①及び②は、国民年金の未加入期間であり、

申立人は、国民年金保険料を納付することはできなかったものと考えられる。 

また、申立人は、申立期間①及び②とも、当該期間の前に勤務していた会

社を退職後、転居した際に住民票の移動手続と一緒に厚生年金保険から国民年

金への種別変更手続を行い、国民年金保険料は金融機関で納付書により納付し

たと思うと供述しているが、申立人が申立期間当時居住していたＡ市Ｂ区及び

Ｅ市はいずれも、国民年金の未加入者に国民年金保険料の納付書を発行するこ

とはなかったとしており、両市において申立人の国民年金被保険者名簿等の記

録は確認できず、国民年金の加入、保険料の納付等をうかがわせる形跡も確認

できない上、複数の行政機関が長期にわたって記録を誤ることも考え難い。 



さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人は、国民年金の加入手続、保

険料の納付状況についての記憶が定かでなく、ほかに申立期間の国民年金保険

料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 



福岡国民年金 事案 2343（事案 922の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 42 年７月から 49年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生  

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 42年７月から 49年３月まで 

申立期間については、昭和 42 年７月 18 日に姉を説得して、Ａ市Ｂ出張

所（当時）において姉と一緒に国民年金に加入するとともに、国民年金保

険料を納付し、以後は、納付書により保険料を納付していたが、姉の国民

年金保険料は同年７月から納付済みと記録されているのに、私の申立期間

の納付記録が無いのは納得できないので、年金記録確認第三者委員会に申

立てを行ったところ、年金記録の訂正は認められなかった。 

今回、新たな関連資料等は無いが、申立期間については、国民年金保険

料を納付していたはずである。申立期間の保険料が未納とされていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、申立人は、昭和 42 年７月 18 日にＡ市Ｂ出張所におい

て姉と共に国民年金への任意加入手続を行い、国民年金保険料も一緒に納付し

たと申し立てているものの、ⅰ）国民年金手帳記号番号払出簿において、申立

人の姉の国民年金手帳記号番号の前後に申立人の手帳記号番号は見当たらず、

申立人に国民年金手帳記号番号が払い出されていた形跡は確認できないこと、

ⅱ）申立人が現在所持する国民年金手帳の記号番号は、49 年４月に払い出さ

れていること、及び同年４月 16 日に任意加入の被保険者資格を取得している

ことが確認できることから、申立人は、申立期間において国民年金に未加入で

あり、国民年金保険料を納付することはできなかったものと考えられ、申立人

に別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見

当たらないこと、ⅲ）申立人は、国民年金の加入手続を行うと同時に、姉と共

に国民年金保険料を納付し、その後は、銀行振込により納付していたと申し立



てているものの、その金額は、当時申立人が納付すべき国民年金保険料額と相

違しており、さらに、申立人に申立人の主張する金額の保険料が設定された期

間は無い上、当時Ａ市においては、国民年金推進員（集金人）による保険料集

金を進めており、納付書による銀行振込納付は、42 年 10 月以降に昼間不在者

対策として導入され、昭和 49 年度から全面的に導入されたものであることか

ら、申立期間当時、納付書によらなければ国民年金保険料を納付することがで

きない特別の事情も無い申立人が納付書により銀行振込みで保険料を納付して

いたとの申立内容は不自然であることなどから、既に当委員会の決定に基づき

平成 21年１月 23日付けで年金記録の訂正が必要とまでは言えないとする通知

が行われている。 

今回の申立てに当たって、申立人から年金記録の訂正につながる新たな資

料の提出等は無いものの、資料を再度確認した結果、Ａ市は、当時の年金業務

の取扱いについて、「当時、国民年金の加入手続や保険料の収納業務は、市内

５か所の関係事務所で行っており、出張所では年金業務は行っていなかった。

ただし、出張所や公民館等に出向いて国民年金相談会を開設したときには、同

時に、国民年金の加入手続や保険料の収納業務を行っていた。」と回答してお

り、当時、Ａ市Ｂ出張所においては、国民年金業務は行っていなかったと考え

られ、同出張所において申立人の姉と一緒に国民年金に加入したとする申立人

の申立てと符合しない。   

また、Ａ市発行の当時の市政だよりに記載の国民年金出張相談所開設の案

内において、「Ｃ地区町世話人宅昭和 42 年７月 18 日（10 時半～３時半）」

との記事が確認できることから判断すると、当時、Ｃ地区に居住していた申立

人の姉が、昭和 42年７月 18日に町世話人宅で開催の国民年金出張相談所にお

いて国民年金に加入したと考えるのが自然である。 

その他に委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこと

から、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



福岡国民年金 事案 2344 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、昭和 56 年４月から 59 年 11 月までの期間及び 60 年４月から 61

年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 56年４月から 59年 11月まで 

             ② 昭和 60年４月から 61年３月まで 

県外にある大学を卒業し、Ａ市の両親の元に戻ってすぐに、母がＡ市Ｂ区

役所で、私の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を最寄りの銀行

で、毎年一括の前払いで納付してくれていた。 

申立期間当時から今まで、Ａ市等から、国民年金保険料が未納であるとの

連絡は無く、督促されたこともない。保険料納付済みの領収書などの証明

資料は残っていないが、申立期間の国民年金保険料が未納とされているこ

とに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ市Ｂ区役所の国民年金手帳記号番号払出簿により、申立人の国民年金手

帳記号番号は、昭和 61年２月 27日に払い出されたことが確認でき、その際に、

申立人に係る同区役所の国民年金被保険者名簿により、申立人が大学を卒業し

た後の 56 年４月に遡って国民年金被保険者資格を取得したと記録されたこと

が確認できるところ、当該払出時点においては、申立期間の一部期間について

の国民年金保険料は時効により納付できなかった期間であり、申立期間の国民

年金保険料を毎年一括の前払いで納付することはできない上、それ以前に別の

国民年金手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金保険料を納付していたとする申立人の母親は、申

立人の姉についても、大学卒業直後に国民年金の加入手続を行い、以後、国民

年金保険料を納付していたと供述しているが、前述の払出簿により、申立人の

姉の国民年金手帳記号番号が、申立人と同日に申立人と連番で払い出されてい



ることが確認でき、申立人の姉が大学を卒業した後の昭和 54年４月から 61年

３月までの期間の国民年金保険料は、申立期間と重複する期間を含め、未納と

されており、同年４月以降の申立人の姉の国民年金保険料については、Ｂ市Ｃ

区役所の国民年金保険料収滞納一覧表により、毎月申立人と同日に保険料が納

付されていることが確認できる。 

さらに、申立人及び申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付して

いたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人は自身の申

立期間における国民年金加入手続及び国民年金保険料の納付手続に関与してお

らず、前述の被保険者名簿及び国民年金保険料収滞納一覧表においても、申立

期間の国民年金保険料が納付された記録は確認できず、ほかに申立期間の国民

年金保険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

  

 



福岡国民年金 事案 2345 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 43年４月から 49年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年４月から 49年９月まで 

    私は、昭和 42 年の夏頃、Ａ市Ｂ区（現在は、Ａ市Ｃ区）に転居し、その

年末に婦人会の会合に出席した際に国民年金への加入の勧誘があったので、

43 年４月頃に国民年金の加入手続を行い、以後の国民年金保険料を納付し

てきた。 

    申立期間当時、国民年金保険料は、町内における集金により納付しており、

集金人に保険料を預けていた。 

    申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 43 年４月頃、国民年金の加入手続を行ったと主張している

ところ、国民年金手帳記号番号払出簿により、申立人の国民年金手帳記号番号

は 49 年 10 月に払い出されており、オンライン記録において、申立人は同年

10 月 16 日に国民年金の任意加入被保険者資格を取得していることが確認でき

ることから、申立期間は国民年金の未加入期間であり、遡って国民年金保険料

を納付することができない期間である上、申立人に別の国民年金手帳記号番号

が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

また、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の国民年保険料を納付

していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 



福岡国民年金 事案 2346 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 45年８月から 46年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年８月から 46年３月まで 

私は、20 歳到達時点においては、学生で、両親とは別居していたが、母

が国民年金の加入手続及び申立期間の保険料納付を行ってくれた。 

母は平成 21 年＊月に亡くなったが、生前、年金問題に触れた折りに「あ

なたの国民年金の記録は大丈夫です。」と言っていたことを憶
おぼ

えており、

母は性格的にきちんとしていたので、私の申立期間の国民年金保険料を未

納のまま放置していたとは考えられない。 

そのことは、私の申立期間後の期間の保険料納付記録を見れば分かると

おりで、申立期間以外に未納期間は無く、申立期間についてもきちんと納

付していたことは間違いない。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立人の両親と別居して学生であった申立期間の国民年金保険

料については、申立人の母親が申立人の国民年金の加入手続を行い、保険料を

納付していたと主張しているところ、国民年金手帳記号番号払出簿及びオンラ

イン記録において申立人の国民年金手帳記号番号の前後に確認できる記号番号

の被保険者記録により、申立人の国民年金の加入手続が昭和 47年 11月頃に行

われたものと推認でき、当該時点において、申立期間のうち、45 年８月及び

同年９月の期間は時効により国民年金保険料を納付できない期間である。 

また、申立期間のうち、昭和 45 年 10 月から 46 年３月までの期間は、現年

度納付の納期限を経過しており、現年度納付の方法により国民年金保険料を納

付することができない期間である上、過年度納付の方法により納付したこと、

及び申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事



情も見当たらない。 

さらに、申立人の母親が申立人の申立期間に係る国民年金保険料を納付し

ていたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無い上、申立人自身は、

保険料納付に直接関与しておらず、申立人の国民年金保険料を納付したとする

申立人の母親は既に死亡していることから、保険料の納付状況は不明であり、

ほかに申立期間の国民年金保険料を納付していたことをうかがわせる事情も見

当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 



福岡国民年金 事案 2347 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 42 年１月から 43 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年１月から 43年３月まで 

私は、母と同居していた期間の国民年金の加入手続と保険料の納付に関

しては、全て母に任せていたが、昭和 46 年６月の結婚を機に、Ａ市からＢ

市へ転居するとともに、私の母から国民年金手帳を受け取った。 

Ｂ市では、毎月集金人に国民年金保険料を納付しており、同集金人から

過去に保険料の未納期間があると言われたので、集金人にまとめて納付し、

その翌月に、同集金人が「領収です。」と言って、記名押印のある名刺ぐ

らいの大きさの紙を渡してくれた。 

年金手帳と一緒にその「領収」を示す紙を保管していたが、昭和 61 年に

私の夫が私の国民年金第３号被保険者への切替手続のため、年金手帳を夫

の会社に提出した際、その「領収」を示す紙が私の元に戻って来なかった。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 46 年６月にＡ市からＢ市へ転居し、転居先で集金人に過去

の未納分の国民年金保険料を一括して納付したと主張しているところ、改製原

戸籍附票により、申立人がＢ市へ転居したのは、46 年６月 15 日であることが

確認でき、当該時点において、申立期間は時効により国民年金保険料を納付で

きない期間である。 

また、オンライン記録により、申立人の国民年金被保険者台帳が昭和 46 年

６月にＢ市への転居に伴い管轄社会保険事務所（当時）に移管されたのは、当

該転居の約 18か月後の 47年 12月 25日であることが確認できるところ、当該

移管が行われるまでの間は、Ｂ市において申立人を国民年金被保険者として把

握できなかったことから、46 年６月から 47 年 12 月までの国民年金保険料は



遡って納付されたものと考えられ、当時、Ｂ市において集金人による過年度納

付を徴収する事例がみられることを踏まえると、申立人が集金人に遡ってまと

めて納付したと主張する国民年金保険料は、当該期間のものと考えるのが自然

である。 

さらに、申立期間当時、申立人は、Ａ市に在住しており、当該時期は、国

民年金保険料の納付をその母に任せていたと供述しているところ、オンライン

記録により、申立人と同居していた申立人の姉及び兄の国民年金保険料の納付

記録を見ると、いずれも申立人と同様に申立期間の国民年金保険料を納付した

記録は確認できない上、両人の特殊台帳においても同様の記録となっており、

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したとするＢ市に転居するまでの期

間において、申立人の母が申立期間の国民年金保険料を納付したことをうかが

わせる事情は見当たらない。 

加えて、申立人及び申立人の母が申立期間の国民年金保険料を納付してい

たことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の国

民年金保険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 



福岡国民年金 事案 2348 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 62年４月から 63年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62年４月から 63年３月まで 

私の父親は、申立期間の国民年金保険料は毎月納付していたと言っている

のを聞いたことがあるが、申立期間が未納の記録となっている。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

   

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人の父親が昭和 62 年４月に国民年金の加入手続を行い、以

後、毎月保険料を納付していたと供述しているところ、申立人に係る国民年金

被保険者名簿において、申立人に国民年金手帳記号番号が 63 年４月２日に交

付されたことが記載されているとともに、同年４月から国民年金保険料の納付

を現年度納付により開始している旨の記載が確認できる。 

また、申立人が提出した申立期間に係る納付書は、保険料の納付を開始し

たとする昭和 62年４月より後の 63年７月７日付けで発行されていることが確

認できることから、当該納付書の発行時点において、申立期間の保険料が未納

であったものと推認できる上、当該納付書には領収済みの押印が無く、しかも、

３枚複写の様式がそのまま残存していることが確認できることから、申立人の

父親が当該納付書を使用して保険料を納付していたとは考えられず、62 年４

月の国民年金加入時から毎月保険料を納付していたとする申立人の父親の供述

とは一致しない。 

さらに、申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の国民年金保

険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 



  

福岡国民年金 事案 2349 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 13 年４月から 14 年３月までの期間及び同年７月の国民年金

保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ：  女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 50年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 13年４月から 14年３月まで 

                          ② 平成 14年７月 

私は、申立期間当時、父と同居しており、申立期間①の国民年金保険料

は父が、申立期間②の保険料は私が納付した。 

父は、Ａ市役所から送られてきた国民年金保険料納付書により、銀行の

窓口で保険料を納付していたので、申立期間①の保険料は未納になるはず

は無いと話しており、また、申立期間②当時、私は、住所移転や結婚によ

る氏名変更などの生活環境の変化も無く、申立期間②の保険料の納付を忘

れるはずが無い。 

年金事務所において年金記録を確認したところ、国民年金の加入期間の

うち、申立期間①及び②の保険料のみが未納となっている。会社を経営し

ていた父は、保険料の納付の重要性を日頃から言っていたことを記憶して

おり、未納のまま放置するはずが無い。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は、申立人の父親が申立人の国民年金保険料

をＡ市役所から送られてきた納付書により銀行の窓口において納付したと

主張しているところ、同市役所が保有する電子記録「国民年金 資格照会

画面」により、平成 13 年７月 12 日付けで申立人の国民年金被保険者資格

取得届が提出され、申立人は、国民年金被保険者資格を 12 年４月１日に

遡って取得していることが確認でき、同市役所では、「市役所窓口におい

て、国民年金第２号被保険者から第１号被保険者への資格取得届が提出さ

れた場合、年度内に納付する国民年金保険料の納付書は、当該届出後おお

むね１か月後に発送していた。」と回答しており、申立期間①は、上記被

保険者資格取得届が提出された時点において、現年度納付により国民年金



  

保険料の納付が可能であったと考えられる。 

しかしながら、当該電子記録の申立人に係る国民年金納付記録資格画面

において、現年度納付により国民年金保険料が納付されたとの記録は確認

できない上、オンライン記録により、申立期間①前の平成 12 年４月及び同

年５月の国民年金保険料が前述の被保険者資格取得届の提出直後の 13 年 10

月 26 日に、12 年６月から 13 年３月までの国民年金保険料が 14 年２月 15

日にそれぞれ過年度納付により納付されていることが確認できるところ、

管轄社会保険事務所（当時）が作成した平成 14 年度事業計画書によると、

13 年度以前に時効成立となる国民年金保険料の未納者を対象に、過年度保

険料催告状兼納付書が平成 14 年７月及び同年 11 月の２回発行されている

ことが確認できるから、申立期間①の国民年金保険料についても、当該納

付書により過年度納付が可能であったと考えられるものの、申立人自身は

申立期間①の国民年金保険料の納付には直接関与しておらず、申立期間①

の国民年金保険料を納付したとする申立人の父親は、申立期間①の国民年

金保険料を納付したと記憶するのみで、具体的な納付場所、金額及び納付

方法についての記憶は明らかでない。 

 

２ 申立期間②について、申立人は、申立人の父親から今後は自身で納付する

ように言われ、平成 14 年４月から自身で国民年金保険料の納付を開始し、

途中で口座振替による納付方法に変更したと主張しているところ、オンラ

イン記録により、同年４月の国民年金保険料は同年５月 13 日に、同年５月

及び同年６月の保険料は同年８月１日に現金により、並びに同年８月以降

の保険料は同年９月 30 日以降に口座振替により納付されていることが確認

できるものの、申立期間②の国民年金保険料が納付された記録は確認でき

ない。 

また、当該口座振替については、オンライン記録により、平成 14 年８月

12 日に口座振替開始通知書が申立人に発行されていることから、申立人に

よる口座振替申請の手続は、同年７月以前に行われていたものと推認され

るところ、申立人は、「申立期間②当時は口座振替の手続中であり、申立

期間②の保険料は、口座から引き落とされると思ったかもしれない。」と

供述していることを考慮すると、申立人は、同年８月以降に口座振替によ

り納付された保険料を申立期間②の保険料と混同した可能性がある。 

 

３ 申立人及びその父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の国民年金

保険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



  

福岡国民年金 事案 2350 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 46 年８月から 47 年４月までの期間及び 48 年２月から同年６

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 46年８月から 47年４月まで 

             ② 昭和 48年２月から同年６月まで 

申立期間当時、親に勧められて国民年金に加入したが、国民年金保険料

を納付していなかったことから、昭和 48 年頃、未納とされていた申立期間

の国民年金保険料を私のいとこと共に自治会代表者の集金により一括納付

した記憶がある。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 48 年頃、申立期間の国民年金保険料を申立人のいとこと共

に自治会代表者の集金により一括納付していたと主張しているところ、国民年

金手帳記号番号払出簿により、申立人の国民年金手帳記号番号は、申立人の前

後に国民年金被保険者の資格を取得した任意加入者の資格取得日から、50 年

３月頃に払い出されたものと推認できることから、申立期間①については、当

該払出時期において、時効により国民年金保険料を納付できない期間である上、

オンライン記録により、申立人の従兄弟における申立期間①の国民年金保険料

の納付記録は確認できず、申立人の主張とは一致しない。 

また、申立期間②については、管轄年金事務所が保管する領収済報告書の

控えにより、昭和 50年９月 11日に、その時点で最大限遡って納付することが

できる申立期間②直後の 48年７月から 49年３月までの国民年金保険料が過年

度納付により一括納付されていることが確認できることから、申立人は、当該

納付時点において、申立期間②の国民年金保険料を含めて納付しようとしたも

のの、申立期間②の国民年金保険料は時効が完成していたため、申立期間②の



  

国民年金保険料を遡って納付することができなかったものと考えるのが自然で

ある。 

さらに、申立期間①及び②について、別の国民年金手帳記号番号による国

民年金保険料の納付の可能性を検証するため、オンライン記録により、別読み

及び旧姓による氏名索引を行ったほか、年金事務所が国民年金手帳記号番号払

出簿の縦覧検索をした結果、申立人に対して別の国民年金手帳記号番号が払い

出された形跡は見当たらない上、申立期間①から現在確認できる国民年金手帳

記号番号が払い出されたものと推認できる昭和 50 年３月頃までの前後を通じ

て、申立人の住所に変更が無いことを戸籍の附票により確認できるなど、申立

人に別の国民年金手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も見当

たらない。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたこと示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の国民年金保険料を納

付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 



  

福岡国民年金 事案 2351 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成４年 10月及び同年 11月並びに８年 12月から９年 12月までの

期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 46年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成４年 10月及び同年 11月 

             ② 平成８年 12月から９年 12月まで 

私は、平成４年 10 月に会社を退職し、親の扶養に入っていたが、厚生年

金保険から国民年金への切替手続は、会社が行っているので、申立期間①

の国民年金保険料も納付したはずである。 

また、平成７年３月の結婚に伴い、Ａ町へ転居し、Ａ町役場で、国民年

金被保険者の住所変更の手続を行って、口座振替で保険料を納付しており、

申立期間②当時、住んでいたＢ町（現在は、Ｃ町）でも引き続き口座振替

で保険料を納付しているはずである。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、Ｃ町役場が保有する申立人に係る「国民年金納付

記録」、同「検認状況」及びオンライン記録において申立人の国民年金手帳記

号番号の前後に確認できる記号番号の被保険者記録により、申立人の国民年金

手帳記号番号は、平成６年５月２日に払い出されているものと推認され、当該

払出時点において、申立期間①は、現年度納付の納期限を経過していることか

ら、Ｂ町役場が発行した納付書により国民年金保険料を納付することができな

い期間である上、それ以前に別の国民年金手帳記号番号が払い出されたことを

うかがわせる事情も見当たらない。 

また、申立人は、厚生年金保険から国民年金への切替手続は、退職した事

業所が代行したと主張しているところ、当該事業所は、申立人の主張は事実で

はないと回答している。 

さらに、申立期間②については、申立人は、当該期間について口座振替に



  

より国民年金保険料を納付していたと主張しているところ、Ｂ町役場が作成し

た国民年金被保険者名簿の備考欄には、平成８年 12 月９日にＡ町から転入し

た旨が記載されており、Ａ町役場の国民年金担当課に照会したところ、同町で

は、住民票が同町から異動した時点で国民年金保険料の口座引落しは行わない

旨を回答している上、申立人が口座振替を行っていたと主張するＤ銀行Ｅ出張

所に照会した結果、申立期間②について国民年金保険料が口座振替により納付

された事実は確認できないことから、申立人がＡ町からＢ町へ転居したことに

伴い、申立期間②の国民年金保険料は口座振替が行われず、その結果、申立期

間②の国民年金保険料が未納となったと考えるのが自然である。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の国民年金保険料を

納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 3402 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和38年５月１日から同年７月10日まで 

申立期間前の期間において勤務した事業所を昭和38年４月末に退職し、

その直後にＡ社で勤務を開始したにもかかわらず、申立期間に係る厚生年

金保険の被保険者記録が確認できない。 

申立期間においても当該事業所に勤務していたはずであるので、申立期

間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録等により、申立人の申立期間に係る被保険者記録

が確認できない上、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿（以下「被

保険者名簿」という。）において、申立期間当時に厚生年金保険の被保険者記

録が確認できる複数の同僚に照会しても、申立人の申立期間における勤務実態、

厚生年金保険の加入状況及び厚生年金保険料の控除について確認できる関連資

料及び供述を得ることができない。 

また、被保険者名簿により、申立人の厚生年金保険被保険者資格の取得日

は昭和38年７月10日であることが確認でき、当該記録は、オンライン記録と一

致しており、不自然な訂正の事跡も確認できない。 

さらに、オンライン記録により、当該事業所は平成13年11月26日に厚生年

金保険の適用事業所に該当しなくなっている上、商業登記簿により、申立人は

当該事業所が閉鎖された際の取締役であることが確認できるが、当該事業所は

「申立期間に係る資料等は全く保管していない。」と回答し、申立期間当時の

経営者であったとされる申立人の父親は既に死亡しており、申立人の申立期間

における勤務実態、厚生年金保険の加入状況及び厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び供述を得ることができない。 



  

加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、このほか、申

立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料

及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 3403 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年 10月１日から 50年４月１日まで 

Ａ社が設立された昭和45年10月１日から、大学を卒業しＢ社に入社した

50年10月15日までの期間において、私は、Ａ社の正社員として１日８時間

勤務し、手取月額約８万円の賃金を受け取っていた。 

事業主であった私の父等から、申立期間当時、私は厚生年金保険の被保

険者であったと聞いているので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社の事業主は、「私の子である申立人は、申立期間当時、当社に勤務して

いた。」と回答していること、申立期間当時、申立事業所から社会保険関係の

事務手続を委託されていた税理士の供述、及び申立事業所に係る健康保険厚生

年金保険被保険者名簿により申立期間当時に厚生年金保険の被保険者記録が確

認できる同僚の供述から判断すると、申立人が申立期間において申立事業所に

勤務していたことは推認できる。 

      しかしながら、前述の被保険者名簿において、申立人に係る申立期間の厚生

年金保険の被保険者記録は確認できず、申立期間における整理番号に欠番も無

いことから、申立人の記録が欠落したものとは考え難い。 

また、厚生年金保険被保険者記号番号払出簿から、申立人が申立期間直後の

昭和 50 年４月１日に勤務を開始したとするＢ社において、申立人が同期入社

したとする同僚の連続した記号番号の間に、申立人の記号番号が初めて付番さ

れたことが確認でき、当該記号番号は、前述の被保険者名簿において、申立人

が同年 10月 15日に厚生年金保険被保険者の資格を取得した際の記号番号と同

一である。 



  

さらに、前記の税理士は、「当時の資料を保管していないので確認できない

が、申立期間に申立人に係る厚生年金保険被保険者資格取得届を提出していな

いと思う。申立期間内に４回の標準報酬月額の算定時期があるが、いずれの算

定時期にも届け出ないといった取扱いを行ったことはない。」と供述している。 

加えて、前記の事業主は、「申立期間当時、Ｃ事業所に商品を配送する業

者として同事業所から指定を受けていたため、同事業所からの指導により、全

ての従業員を雇用保険や厚生年金保険の被保険者として届け出ていた。」と回

答しているが、雇用保険の適用事業所台帳により、申立事業所が昭和 54 年８

月１日に雇用保険の適用事業所として設置されたことが確認でき、申立事業所

は、申立期間当時、雇用保険の適用事業所ではなかったことが確認できる。 

   また、適用事業所名簿によると、申立事業所は、平成元年９月 17 日に厚生

年金保険の適用事業所に該当しなくなっており、前記の事業主及び税理士とも、

申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除等についての記憶が無いと供

述しており、申立人の申立期間における厚生年金保険の加入状況及び厚生年金

保険料の控除について確認できる関連資料及び供述を得ることができない。 

さらに、申立人は、「申立期間当時は、年金に興味が無かったので、厚生

年金保険料が給与から控除されていたか否かについての記憶が無い。Ｂ社の入

社に当たって、Ａ社に係る健康保険被保険者証の返却手続を行ったか否かに関

する記憶も無い。」と供述している上、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 3404（事案 1926の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 41年３月 17日から 43年６月頃まで 

Ａ社における昭和 41 年３月 17 日から 44 年９月までの期間に係る厚生年

金保険の被保険者記録が確認できなかったので、年金記録確認第三者委員会

に申立てを行ったが、年金記録の訂正は認められなかった。 

今回、Ａ社の現在の事業主が、私は結婚を機に当該事業所を退職した旨

を供述してくれることにより、私が昭和 43 年６月頃までの期間にＡ社に継

続して勤務していたことが判明するはずであるので、申立期間を 41 年３月

17 日から 43 年６月頃までの期間に変更し、また、新たな資料として、私の

婚姻の事実を確認できる戸籍謄本を提出するので、再度調査の上、申立期間

を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

前回の申立期間に係る申立てについては、ⅰ）Ａ社の当時の事業主は既に死

亡している上、現在の事業主は、「申立期間当時の関連資料が無いため、厚生

年金保険関係の事務手続については不明であるが、基本的には、従業員の入退

社に併せて被保険者資格の得喪手続を行ったと思う。」と回答していること、

ⅱ）複数の同僚からも、申立人が申立期間に申立事業所に勤務していたとの具

体的な供述が得られないこと、ⅲ）申立事業所に係る健康保険厚生年金保険被

保険者名簿により、申立人の被保険者資格喪失日は昭和 41 年３月 17 日である

ことが確認できる上、雇用保険の被保険者記録においても、申立期間における

申立人の記録は確認できないことなどを理由として、既に当委員会の決定に基

づき平成 22 年３月 17 日付けで年金記録の訂正が必要とまでは言えないとする

通知が行われている。 

今回、申立人は、「Ａ社の現在の事業主が、私は結婚を機にＡ社を退職した



  

ことを供述してくれる。」とし、この供述により、申立人が昭和 43 年６月頃

までの期間にＡ社に継続して勤務していたことが判明するはずであるので、前

回の申立期間を変更し、新たな資料として、申立人の婚姻の事実を確認できる

とする戸籍謄本を提出して再度申立てを行っているところ、ⅰ）申立事業所の

現在の事業主に改めて照会したところ、当該事業主は、「申立人が結婚を機に

当社を退職したと認識している。申立人の結婚後、申立人及び申立人の元妻は、

当社の近くに住んでいた。」と回答していること、ⅱ）申立人が新たに提出し

た戸籍謄本によれば、申立人及び申立人の元妻が、申立事業所の近隣に住民登

録を行い、申立期間中の同年５月＊日にＢ市Ｃ区役所に婚姻届を提出している

ことが確認できること、ⅲ）前述の被保険者名簿において、申立人が厚生年金

保険被保険者資格を喪失した 41 年３月 17 日より後に、厚生年金保険の被保険

者記録が確認できる者が、「数か月間ではあるが、申立人と一緒にＡ社に勤務

したことを記憶している。申立人は、私よりも先に退職したが、その時期は不

明である。」と供述していることなどから判断すると、期間の特定はできない

ものの、同日以降の期間において、申立人が申立事業所に勤務していたことは

推認できる。 

しかしながら、上記の事業主は、「当社では、申立期間当時の健康保険厚生

年金保険被保険者資格喪失確認通知書を保存しており、当該通知書には申立人

が昭和 41 年３月 17 日付けで被保険者資格を喪失したことが記載されている。

申立人が同資格の喪失後も当社に勤務していたことは否定しないが、再度、被

保険者資格取得の届出を行わなかった理由は分からない。仮に、申立人に係る

２回目の被保険者資格の取得手続を行ったのであれば、『健康保険厚生年金保

険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書』を保存しているはずである

が、そのような書類は見当たらない。厚生年金保険に加入させていない者の給

与から厚生年金保険料は控除していない。」と回答している。 

また、前述の被保険者資格喪失確認通知書及び被保険者名簿により、申立人

が昭和 41 年３月 17 日に厚生年金保険被保険者資格を喪失したことに伴い、健

康保険被保険者証を返納した旨記録されていることが確認できる。 

その他に委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことか

ら、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 3405 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 15年９月 21日から 16年３月 21日まで 

「ねんきん定期便」を確認したところ、申立期間の厚生年金保険の被保

険者記録が無いことが分った。 

申立期間は、Ａ社に勤務していた期間であり、私の所持する預金通帳に

は、申立期間に同社から給与の振り込みがあったことが記録されているの

で、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録、及び申立人が提出した申立人に係る金融機関の

預金通帳において申立期間にＡ社から給与が振り込まれていることが確認でき

ることから判断すると、申立人が申立期間に同社に勤務していたことは確認で

きる。 

しかしながら、適用事業所名簿によれば、Ａ社は平成 18 年６月１日に厚生

年金保険の適用事業所に該当しなくなっており、当時の事業主は、「申立期間

当時の賃金台帳等の資料は保存していない。」と回答している上、オンライン

記録により申立期間当時に厚生年金保険の被保険者記録が確認できる複数の同

僚から聴取しても、申立人が申立期間において厚生年金保険料を事業主により

控除されていたことをうかがわせる供述は得られず、申立人の申立期間におけ

る厚生年金保険の加入状況及び厚生年金保険料の控除等について確認できる関

連資料を得ることができない。 

また、当時の事業主は、「当社の当時の従業員数は約 30 人であったが、

パートタイム及びアルバイトで勤務していた従業員については、社会保険に加

入させていなかった。」と回答しているところ、Ａ社に係るオンライン記録に

より、申立期間における健康保険の整理番号の最後の番号は 13 番であること



  

が確認でき、推認される従業員数とオンライン記録上の被保険者数が一致しな

いことから判断すると、当時、申立事業所では、全ての従業員について必ずし

も厚生年金保険に加入させていたとは限らない事情がうかがえる。 

さらに、適用事業所名簿によれば、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所に該

当することとなったのは、平成 15年 11月 1日であり、申立期間のうち同年９

月 21日から同年 11月１日までの期間については、適用事業所ではなかったこ

とが確認できる。 

加えて、申立期間のうち平成 15 年 11 月１日から 16 年３月 21 日までの期

間については、Ａ社に係るオンライン記録では、申立人の厚生年金保険の被保

険者記録は確認できず、整理番号に欠番が無いことから、申立人の記録が欠落

したものとは考え難い。 

また、申立人は、オンライン記録により、申立期間の国民年金保険料を現

年度納付していることが確認できる上、Ｂ市の国民健康保険の被保険者記録に

より、申立期間のうち平成 15 年 11 月 24 日以降の期間は国民健康保険の被保

険者であったことが確認できる。 

さらに、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 3406 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 38年８月８日から同年 12月頃まで 

          ② 昭和 40年７月頃から同年８月頃まで 

          ③ 昭和 40年９月頃から 41年８月頃まで 

          ④ 昭和 46年５月頃から同年６月頃まで 

          ⑤ 昭和 50年 10月頃から 51年３月頃まで 

申立期間①については、Ａ市に所在していたＢ事業所（現在は、Ｃ事業

所）に正社員として勤務していた。 

申立期間②については、首都圏のＤ区に所在していたＥ社Ｆ事業所でア

ルバイトとして勤務していた。 

申立期間③については、首都圏のＧ区に所在していたＨ社Ｉ事業所にア

ルバイトとして勤務していた。当時、健康保険被保険者証を使用して、Ｊ

病院で受診した記憶がある。 

申立期間④については、昭和 46 年５月末日にＫ社を退職し、しばらく

経った後、同社へ再度勤務した記憶がある。 

申立期間⑤については、Ａ市に所在していたＬ社Ｍ店及び同社Ｎ店で正

社員として勤務していた。 

いずれの事業所においても、勤務していたことは間違いないので、申立

期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、申立人はＢ事業所において正社員として勤務してい

たことを記憶している旨主張しているところ、Ｃ事業所が保管する申立人

の採用関係書類の記録によれば、申立人は申立事業所に昭和 38 年８月６日

付けで「正社員以外」として仮採用となり、同年 10 月３日付けで退職した



  

ことは確認できるものの、それ以後、申立事業所における申立人の人事記

録等は確認できない。 

    また、Ｃ事業所は、「申立人が退職したのは当事業所での試用期間中であ

り、当時、申立人は当事業所の正社員ではなかった。申立人の厚生年金保

険被保険者資格の届出及び厚生年金保険料の控除の有無については、当時

の資料を保管していないため、不明である。」と回答し、申立人が名前を

挙げた同僚一人は、「申立人は、昭和 38 年８月にＢ事業所に採用され、同

年 10 月に退職した。当時、Ｂ事業所では採用から２か月間は試用期間であ

り、申立人は試用期間中に退職した。」と供述している。 

さらに、Ｂ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により申立

期間①当時に厚生年金保険の被保険者記録が確認できる複数の同僚のうち

一人は、「当時、Ｂ事業所では、正社員以外は厚生年金保険に加入するこ

とはできなかった。私も正社員になる前の期間については、厚生年金保険

の被保険者記録が無い。」と供述していることから判断すると、当時、申

立事業所では、正社員ではない従業員について、必ずしも入社と同時に厚

生年金保険に加入させていたとは限らない事情がうかがえる。 

    加えて、前述の被保険者名簿において、申立人の厚生年金保険の被保険者

記録は確認できず、申立期間①の健康保険の整理番号に欠番が無いことか

ら、申立人の記録が欠落したものとは考え難い。 

     

  ２ 申立期間②について、適用事業所名簿において、Ｅ社Ｆ事業所は厚生年金

保険の適用事業所であったことが確認できない上、管轄法務局は、「Ｅ社

Ｆ事業所について、該当する法人登記簿は見当たらない。」と回答してい

ることから、申立事業所を特定することができない。 

    また、申立人のＥ社Ｆ事業所における雇用保険の被保険者記録は確認でき

ない上、申立人は、申立期間②当時の事業主及び同僚の名前を記憶してお

らず、申立人が申立期間②において申立事業所に勤務していたことを確認

できる供述を得ることができない。 

    さらに、Ｅ社Ｏ本社は、「当社にＦ事業所はあったが、所長や従業員の氏

名、連絡先等の記録は無い。」と回答しており、Ｅ社各事業所の厚生年金

保険の加入記録を管理しているＰ社は、「申立人の氏名、生年月日で記録

を探したが確認できない。」と回答しているなど、申立人の申立期間②に

おける勤務実態及び厚生年金保険料の控除等について確認できない。 

 

３ 申立期間③について、適用事業所名簿において、Ｈ社Ｉ事業所は厚生年金

保険の適用事業所であったことが確認できない上、管轄法務局は、「Ｈ社

Ｉ事業所について、該当する法人登記簿は見当たらない。」と回答してい

ることから、申立事業所を特定することができない。 



  

また、申立人のＨ社Ｉ事業所における雇用保険の被保険者記録は確認で

きない上、申立人は、申立期間③当時の同僚の名前を記憶しておらず、事

業主として名前を挙げた者の連絡先も姓のみであるために特定することが

できず、申立人が申立期間③において申立事業所に勤務していたことを確

認できる供述を得ることができない。 

さらに、Ｈ社は、「当社Ｉ事業所が当時存在していたか、確認する資料

が無い。当社本社と各事業所は別であるため、当社本社で各事業所の従業

員の社会保険の手続を行うことは考えられない。」と回答している。 

なお、申立人は、申立期間③当時、Ｊ病院で受診したことを記憶してい

る旨主張しているが、同病院は当時の資料を保管していないことから、申

立人の主張を確認できる資料等を得ることができない。 

 

  ４ 申立期間④について、申立人が名前を挙げたＫ社の当時の事業主は、「Ｋ

社は既に廃業し、当時の関連資料を保存していないため、申立人の厚生年

金保険の届出及び同保険料の控除の有無について不明である。また、申立

内容は数十年前の話でもあり、申立人が当社に勤務していたか否かの記憶

も定かではない。」と回答している上、申立期間④当時、申立事業所に係

る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において厚生年金保険の被保険者記

録が確認できる同僚３人に照会し、回答のあった一人は申立人を記憶して

いないと供述していることから、申立人の申立期間④における勤務実態、

厚生年金保険の加入状況及び厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び供述を得ることができない。 

    また、申立人は、昭和 46 年５月末日にＫ社を退職し、しばらく経った後、

同社へ再度勤務した記憶があると供述しているところ、前述の被保険者名

簿において、申立人が同年５月 31 日に厚生年金保険被保険者資格を喪失し

たこと、及び健康保険被保険者証を返納した旨記載されていることが確認

できる一方、それ以後、申立人が同社における厚生年金保険被保険者の資

格を再度取得した事実は確認できない。     

     

  ５ 申立期間⑤について、申立人が名前を挙げたＬ社における同僚について、

申立事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、厚生年金

保険の被保険者記録が確認でき、申立人が記憶している同僚の姓と当該同

僚の姓が一致し、供述内容が符合することから判断すると、期間の特定は

できないものの、申立人が申立事業所に勤務していた可能性はうかがえる。 

    しかしながら、申立人の申立期間⑤に係る雇用保険の被保険者記録は確認

できない上、Ｌ社は既に廃業しており、当時の事業主も既に死亡している

ことから、申立人の申立期間⑤に係る厚生年金保険の加入状況及び厚生年

金保険料の控除について確認できる関連資料及び供述を得ることができな



  

い。 

また、前述の被保険者名簿において、申立人の厚生年金保険の被保険者記

録は確認できず、申立期間⑤の健康保険の整理番号に欠番が無いことから、

申立人の記録が欠落したものとは考え難い。 

 

  ６ 申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、このほか、申立人

の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及

び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 


